
■ 所得金額 

所得金額は、収入からその収入を得るために直接要した経費(必要経費)を差し引いて計算します。 

計算方法は、所得の種類に応じて下表のとおりとなっています。 

なお、市民税は前年中の所得金額を基準に計算されますので、令和６年度分市民税は令和５年分

の所得金額が基準となります。 

所得の種類 所得金額の計算方法 

1 利子所得 公社債及び預貯金の利子など 収入金額 

2 配当所得 株式や出資金の配当など 収入金額－株式などの元本取得のため

に要した負債の利子 

3 不動産所得 地代、家賃、権利金など 総収入金額－必要経費 

4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得 総収入金額－必要経費 

5 給与所得 給与、賃金、賞与など 収入金額－給与所得控除額 

6 退職所得 退職金など （収入金額－退職所得控除額）×1/2 

※1/2 課税が適用されない場合があ

ります。 

7 山林所得 所有期間が５年を超える山林の立木など

を売った場合に生じる所得 

総収入金額－必要経費 

－特別控除額（最高 50 万円） 

8 譲渡所得 土地・建物や株式、ゴルフ会員権などの資

産を売った場合に生じる所得 

収入金額－（取得費＋譲渡費用）－特

別控除額 

（株式などは、収入金額－（取得費＋譲

渡費用）） 

※総合長期譲渡所得の金額は、その

1/2 が総合課税の対象になります。 

短 

期 
保有期間が５年以内の資産の譲渡 

長 

期 
保有期間が５年を超える資産の譲渡 

9 一時所得 賞金、競馬などの払戻金、生命保険等の

満期返戻金など 

収入金額－必要経費－特別控除額（最

高 50 万円） ※1/2が課税対象 

10.雑所得 公的年金など  収入金額－公的年金等控除額 

その他 収入金額－必要経費 

 

● 非課税所得 

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得として区別され、

課税対象になりません。 

【代表的な非課税所得】 

（１）傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など 

（２）給与所得者の出張旅費、通勤手当(最高月額 15 万円まで) 

（３）損害保険金、損害賠償金、慰謝料など 

（４）雇用保険の失業給付 

（５）学資に充てるために給付される金品など 

（６）災害支援金、災害見舞金 



● 給与所得の算出表 

給与所得については、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額となりますが、具体的に

は次のとおり計算します。 

給与等の収入金額 給与所得の金額 

～  ５５０,９９９円 ０円 

５５１,０００円～１,６１８,９９９円 給与収入－５５０,０００円 

１,６１９,０００円～１,６１9,９９９円 １,０６９,０００円 

１,６20,０００円～１,６２１,９９９円 １,０７０,０００円 

１,６22,０００円～１,６２3,９９９円 １,０７２,０００円 

１,６24,０００円～１,６２7,９９９円 １,０７４,０００円 

１,６28,０００円～１,799,９９９円 
給与収入÷４＝A 

（千円未満切捨） 

A×２．４＋１００,０００円 

１,800,０００円～3,599,９９９円 A×２．８－ ８０,０００円 

3,６00,０００円～6,599,９９９円 A×３．２－４４０,０００円 

6,６00,０００円～8,499,９９９円 給与収入×０．９－１,１0０,０００円 

8,500,０００円 ６,５５０,０００円 

8,500,００1円～ 給与収入－１,９５０,０００円－所得金額調整控除 

※所得金額調整控除の内容については、税務課住民税係（７５－４９７７）にお尋ねください。 

● 公的年金等に係る雑所得の速算表 

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額か

ら公的年金等控除額を差し引いた金額となります。具体的には次のとおり計算します。 

年齢区分 公的年金等の収入金額 雑所得（公的年金等） 

６５歳未満 

～  600,000円 0円 

600,001円～1,299,999円 収入金額－６０万円 

１,３０0,000円～４,099,999円 収入金額×７５％－ ２７万５千円 

4,1０0,000円～7,699,999円 収入金額×８５％－ ６８万５千円 

7,7０0,000円～9,999,999円 収入金額×９５％－１４５万５千円 

１0,0０0,000円以上 収入金額－195万５千円 

６５歳以上 

～1,100,000円 0円 

1,100,001円～3,299,999円 収入金額－１１０万円 

3,３０0,000円～４,099,999円 収入金額×７５％－ ２７万５千円 

4,1０0,000円～7,699,999円 収入金額×８５％－ ６８万５千円 

7,7０0,000円～9,999,999円 収入金額×９５％－１４５万５千円 

１0,0０0,000円以上 収入金額－195万５千円 

※公的年金等以外の所得の合計額が 1,000 万円を超える方は、所得金額の計算において

上記と違う計算式になります。 

また、給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が 10 万円を超える場合、所得金

額調整控除が適用されます。 

詳しくは、税務課住民税係（７５－４９７７）にお尋ねください。 


